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は
じ
め
に

内
閣
府
は
、
今
般
の
中
央
省
庁
等
改

革
に
お
け
る
内
閣
機
能
強
化
の
一
環
と

し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
そ
の
指
導
性
を

十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を

整
え
る
観
点
か
ら
、「
知
恵
の
場
」
と
し

て
機
能
す
る
機
関
と
し
て
新
た
に
内
閣

に
創
設
さ
れ
る
も
の
で
す
。す
な
わ
ち
、

内
閣
府
は
、
特
定
の
内
閣
の
重
要
課
題

に
関
し
、
行
政
各
部
の
諸
施
策
を
事
後

的
に
調
整
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら

か
じ
め
施
策
展
開
の
方
向
性
を
示
す
と

と
も
に
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
積
極
的
・

能
動
的
な
総
合
調
整
を
行
う
と
い
う
機

能
を
担
う
も
の
で
す
。
行
政
全
般
に
わ

た
る
あ
ら
ゆ
る
政
策
課
題
に
対
し
て
最

高
・
最
終
の
総
合
調
整
機
能
を
担
う
内

閣
官
房
の
機
能
強
化
と
併
せ
て
、
内
閣

及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
補
佐
・
支
援
体

制
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

内
閣
府
は
、
内
閣
府
本
府
の
ほ
か
、

宮
内
庁
並
び
に
国
家
公
安
委
員
会
、
防

衛
庁
及
び
金
融
庁
と
い
う
外
局
か
ら
構

成
さ
れ
ま
す
。
以
下
、
内
閣
府
本
府
の

所
掌
事
務
等
を
紹
介
し
ま
す
。

主
な
任
務
及
び
所
掌
事
務

（1）
内
閣
府
の
任
務

内
閣
府
は
、
前
記
の
よ
う
な
創
設
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
内
閣
の
統
轄
機
能
を

助
け
る
た
め
に
各
省
よ
り
も
一
段
高
い

立
場
に
立
っ
て
、
特
定
の
内
閣
の
重
要

政
策
に
関
し
て
、
内
閣
官
房
を
助
け
、

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め

に
必
要
と
な
る
企
画
立
案
及
び
総
合
調

整
を
行
う
こ
と
（
内
閣
補
助
事
務
）
を

任
務
と
す
る
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
が

担
当
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
行
政
事

務
を
処
理
し
て
い
く
こ
と
（
分
担
管
理

事
務
）
を
任
務
と
し
ま
す
。

（2）
内
閣
府
の
所
掌
事
務

こ
う
し
た
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、

内
閣
府
は
、
広
範
多
岐
に
わ
た
る
内
閣

の
重
要
課
題
を
担
い
ま
す
。

そ
の
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
次
の
五

つ
の
分
野
に
大
括く

く

り
で
き
ま
す
。

①
経
済
財
政
政
策
、
科
学
技
術
政
策
と

い
っ
た
国
家
運
営
の
基
本
に
か
か
わ

る
課
題
へ
の
対
応

②
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促

進
、
青
少
年
の
健
全
育
成
、
国
民
生

活
行
政
な
ど
二
十
一
世
紀
の
社
会
の

在
り
方
、
国
民
生
活
に
深
く
か
か
わ

る
課
題
へ
の
対
応

③
防
災
行
政
、
原
子
力
安
全
対
策
と
い

っ
た
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

課
題
へ
の
対
応

④
沖
縄
対
策
、沖
縄
振
興
開
発
へ
の
取
組

⑤
北
方
領
土
問
題
の
解
決
促
進
、国
際
平

和
協
力
業
務
な
ど
内
閣
総
理
大
臣
が

担
当
す
る
行
政
事
務
の
適
切
な
遂
行

中
央
省
庁
等
改
革
に
お
け
る

組
織
上
の
変
更
点

内
閣
府
は
、
総
理
府
本
府
、
経
済
企

画
庁
及
び
沖
縄
開
発
庁
の
事
務
の
大
部

分
と
総
務
庁
、
科
学
技
術
庁
及
び
国
土

庁
の
事
務
の
一
部
等
を
再
編
統
合
し
新

た
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
内
閣

機
能
強
化
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

内
閣
官
房
が
一
元
的
に
担
っ
て
き
た
内

閣
補
助
事
務
を
所
掌
す
る
な
ど
、
そ
の

任
務
、
所
掌
事
務
は
、
前
記
六
府
庁
が

従
来
担
っ
て
き
た
も
の
よ
り
も
拡
充
強

化
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
内
閣
府

は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、

特
命
担
当
大
臣
等
の
下
、
一
官
房
四
局

七
政
策
統
括
官
及
び
附
属
機
関
等
か
ら

構
成
さ
れ
、
ま
た
、
経
済
財
政
諮
問
会

議
、
総
合
科
学
技
術
会
議
、
中
央
防
災

会
議
及
び
男
女
共
同
参
画
会
議
と
い
う

四
つ
の
重
要
政
策
に
関
す
る
会
議
が
設

置
さ
れ
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
特
命
担
当
大
臣
は
、
内

閣
府
が
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
を
行
う
と
い
う

時の動き●2001.1

内
閣
府
（C

a
b
in
e
t
O
ffic
e

）
新
府
省
の
紹
介

◎各府省の組織図・連絡先などについては、資料ページ
（78～95ページ）を参照してください。
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業
務
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
強
力
か
つ

迅
速
に
政
策
の
調
整
を
行
う
た
め
、
内

閣
府
に
限
っ
て
置
か
れ
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
四
つ
の
重
要
政
策
に
関
す
る

会
議
は
、
内
閣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
を

助
け
る
「
知
恵
の
場
」
と
し
て
の
機
能

を
十
全
に
果
た
せ
る
よ
う
、
内
閣
総
理

大
臣
又
は
内
閣
官
房
長
官
を
議
長
と

し
、
関
係
大
臣
と
内
閣
総
理
大
臣
が
任

命
す
る
有
識
者
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る

合
議
制
の
機
関
と
し
て
内
閣
府
に
設
置

さ
れ
る
も
の
で
す
﹇
次
ペ
ー
ジ
の
表
参

照
﹈。政

策
統
括
官
に
つ
い
て
は
、
今
般
の

中
央
省
庁
等
改
革
に
伴
い
新
た
に
設
け

ら
れ
た
局
長
級
の
職
で
あ
り
、
内
閣
の

時
々
の
政
策
課
題
に
応
じ
、
柔
軟
弾
力

的
に
企
画
立
案
・
総
合
調
整
等
の
業
務

を
分
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

内
閣
府
の
担
う

事
務
フ
ィ
ー
ル
ド

先
ほ
ど
述
べ
た
内
閣
府
の
担
う
事
務

フ
ィ
ー
ル
ド
を
や
や
詳
細
に
み
る
と
以

下
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

（1）
国
家
運
営
の
基
本
に
か
か
わ
る
課

題
へ
の
対
応

日
本
経
済
新
生
を
目
指
す
経
済
財
政

政
策
や
、
科
学
技
術
創
造
立
国
の
基
本

を
な
す
科
学
技
術
政
策
に
つ
い
て
は
、

二
十
一
世
紀
に
お
い
て
も
、
豊
か
な
国

づ
く
り
に
向
け
た
国
家
運
営
の
基
本
に

か
か
わ
る
課
題
で
あ
り
、
ま
た
、
我
が

国
が
世
界
の
中
核
的
役
割
を
果
た
し
て

い
く
べ
き
分
野
で
あ
る
と
の
認
識
の

下
、
内
閣
府
で
は
こ
れ
ら
の
課
題
に
取

組
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

○
経
済
財
政
政
策
に
つ
い
て
は
、
経
済

財
政
諮
問
会
議
の
調
査
審
議
の
補
佐

機
能
を
果
た
す
ほ
か
、
行
政
各
部
の

施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
、
①
経

済
全
般
の
運
営
の
基
本
方
針
、
②
財

政
運
営
の
基
本
・
予
算
編
成
の
基
本

方
針
の
企
画
立
案
に
必
要
な
事
項
、

③
そ
の
他
の
経
済
財
政
政
策
に
関
す

る
重
要
事
項
に
関
し
、
企
画
立
案
・

総
合
調
整
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
①

内
外
の
経
済
動
向
の
分
析
、
②
Ｐ
Ｆ

Ｉ
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

の
策
定
及
び
推
進
、
③
Ｏ
Ｔ
Ｏ
及
び

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
処
理
に
関
す

る
事
務
の
調
整
を
行
い
ま
す
。

○
科
学
技
術
政
策
に
つ
い
て
は
、
人
文

社
会
科
学
の
み
に
係
る
も
の
も
含
む

科
学
技
術
全
般
を
対
象
に
、
総
合
科

学
技
術
会
議
の
調
査
審
議
を
通
じ

時の動き●2001.1

【内閣府の組織編成】�

内閣官房副長官3
大臣政務官3

内閣官房との連携を要する�
特定事項� 副大臣、大臣政務官には金融庁に係る�

事項を担当する者を含む�

宮
内
庁�

（内閣府本府）�

事務次官�
（重要政策に関する会議）�
経済財政諮問会議�
総合科学技術会議�
中央防災会議�
男女共同参画会議�

（外局）�
金
融
庁�

防
衛
庁�

国
家
公
安
委
員
会�

内閣官房長官� 特命担当大臣�

1官房4局7政策統括官及び�
附属機関�

内閣総理大臣�

（注）内閣府に置かれる特命担当大臣、副大臣及び大臣政務官の職務の範囲は、内閣総理大臣の定めるところによる。�

副大臣3
沖縄・北方対策、金融庁所管事項�
については必置�

＊

＊ＰＦＩ＝Private  Finance  Initiative
＊＊ＯＴＯ＝Office  of  Trade  and  investment  Ombusman

＊
＊
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四つの重要政策に関する会議�

経済財政諮問会議�

主な所掌事務�一　内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運�
　　営の基本方針、財政運営の基本、予算編成�
　　の基本方針その他の経済財政政策に関する�
　　重要事項について調査審議すること。�
�
二　内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ�
　　て全国総合開発計画その他の経済財政政策�
　　に関連する重要事項について、経済全般の�
　　見地から政策の一貫性及び整合性を確保す�
　　るため調査審議すること。�

一　内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総�
　　合的かつ計画的な振興を図るための基本的�
　　な政策について調査審議すること。�
�
二　内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ�
　　て科学技術に関する予算、人材その他の科�
　　学技術の振興に必要な資源の配分の方針そ�
　　の他科学技術の振興に関する重要事項につ�
　　いて調査審議すること。�
�
三　科学技術に関する大規模な研究開発その他�
　　の国家的に重要な研究開発について評価を�
　　行うこと。�

機　能� 調査審議、意見具申� 調査審議、意見具申�
国家的に重要な研究開発の評価�

議長（会長）�内閣総理大臣� 内閣総理大臣�

議員（委員）�（10人以内）�
内閣官房長官�
経済財政政策担当大臣�
その他の関係する国務大臣�
関係機関の長�
有識者（議員総数の10分の4以上）�

（14人以内）�
内閣官房長官�
科学技術政策担当大臣�
その他の関係する国務大臣�
関係機関の長※�
有識者（議員総数の半数以上）※�
�

※4人以内は常勤とすること可�

総合科学技術会議�

中央防災会議�

主な所掌事務�一　防災基本計画を作成し、及びその実施を推�
　　進すること。�
�
二　非常災害に際し、緊急措置に関する計画を�
　　作成し、及びその実施を推進すること。�
�
三　内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する�
　　重要事項を審議すること。�
�
四　防災担当大臣がその掌理する事務について�
　　行う諮問に応じて防災に関する重要事項を�
　　審議すること。�

一　内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応�
　　じ、男女共同参画社会の形成の促進に関�
　　する基本的な方針、基本的な政策及び重�
　　要事項を調査審議すること。�
�
二　政府が実施する男女共同参画社会の形成の�
　　促進に関する施策の実施状況を監視し、及�
　　び政府の施策が男女共同参画社会の形成に�
　　及ぼす影響を調査すること。�

基本計画等の作成、実施の推進�
調査審議、意見具申�

機　能� 調査審議、意見具申�
施策の実施状況の監視、影響調査�

議長（会長）�内閣総理大臣� 内閣官房長官�

議長（委員）�（25人以内）�
防災担当大臣�
その他の関係する国務大臣�
指定公共機関の代表者�
学識経験者�

（24人以内）�
関係する国務大臣�
有識者（議員総数の半数以上）※�
�

※男女のいずれの議員も40%未満であっては�
 ならない�

男女共同参画会議�
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て
、
我
が
国
の
国
家
戦
略
で
あ
る
科

学
技
術
政
策
の
総
合
戦
略
を
は
じ
め

と
し
て
、
予
算
、
人
材
な
ど
の
資
源

配
分
の
方
針
や
、
国
家
的
に
重
要
な

研
究
開
発
の
評
価
な
ど
に
係
る
企
画

立
案
・
総
合
調
整
を
行
い
ま
す
。

（2）
二
十
一
世
紀
の
社
会
の
在
り
方
、
国

民
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
課
題
へ
の

対
応

二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て

は
、個
人
の
自
由
な
選
択
が
尊
重
さ
れ
、

国
民
一
人
一
人
が
社
会
の
重
要
な
担
い

手
と
し
て
活
躍
で
き
る
環
境
を
整
備

し
、
心
豊
か
な
日
本
を
築
い
て
い
く
こ

と
が
重
要
な
課
題
と
な
り
ま
す
。
内
閣

府
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
、

心
豊
か
な
活
力
あ
る
社
会
づ
く
り
、
消

費
者
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
民
間
非
営
利
団
体
）・

物
価
行
政
な
ど
、
二
十
一
世
紀
の
我
が

国
社
会
の
在
り
方
に
関
す
る
課
題
、
国

民
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
課
題
へ
の
取

組
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

○
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進

に
つ
い
て
は
、
男
女
共
同
参
画
会
議

の
機
能
を
十
全
に
発
揮
し
つ
つ
、
男

女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
及
び
男
女

共
同
参
画
基
本
計
画
に
の
っ
と
り
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進

に
関
す
る
企
画
立
案
・
総
合
調
整
を

行
う
ほ
か
、
政
策
・
方
針
決
定
過
程

へ
の
男
女
共
同
参
画
の
推
進
等
、
関

係
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
ま
す
。

○
青
少
年
健
全
育
成
、高
齢
社
会
対
策
、

障
害
者
施
策
、
交
通
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
四
分
野
の
施
策
に

関
す
る
政
府
の
基
本
方
針
を
取
り
ま

と
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
四
分
野

に
関
す
る
広
報
・
啓
発
活
動
を
連
携

し
て
展
開
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

心
豊
か
な
活
力
あ
る
社
会
づ
く
り
を

推
進
し
ま
す
。

○
国
民
生
活
行
政
に
つ
い
て
は
、
規
制

緩
和
の
時
代
に
対
応
し
、
①「
消
費

者
契
約
法
」
な
ど
の
消
費
者
・
事
業

者
間
の
市
場
ル
ー
ル
の
整
備
、
②
価

格
構
造
是
正
や
公
共
料
金
分
野
の
改

革
、
③
国
民
の
多
様
化
し
た
ニ
ー
ズ

に
応
じ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
行
政
等
に
よ
り
、

国
民
生
活
の
安
定
向
上
を
図
り
ま

す
。

（3）
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
課
題

へ
の
対
応

昨
今
の
有
珠
山
の
噴
火
、
伊
豆
諸
島

で
の
地
震
・
噴
火
、東
海
地
方
の
豪
雨
、

鳥
取
県
西
部
地
震
な
ど
の
災
害
の
頻
発

は
、
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
、

財
産
を
守
る
こ
と
が
国
政
上
の
重
要
課

題
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る

も
の
で
す
。

内
閣
府
で
は
、
予
防
、
応
急
対
策
、

復
旧
・
復
興
と
い
っ
た
災
害
の
各
段
階

に
応
じ
た
施
策
を
企
画
立
案
し
、
推
進

す
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
の
事

務
に
つ
い
て
総
合
調
整
を
行
い
な
が

ら
、
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
課

題
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

○
防
災
行
政
に
つ
い
て
は
、
中
央
防
災

会
議
の
機
能
を
十
全
に
発
揮
し
つ

つ
、
①
災
害
の
予
防
、
応
急
対
策
、

復
旧
・
復
興
に
関
す
る
基
本
的
な
政

策
の
企
画
立
案
・
総
合
調
整
を
行
う

と
と
も
に
、
②
災
害
対
策
基
本
法
に

基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
非
常
災
害
対

策
本
部
及
び
緊
急
災
害
対
策
本
部
の

事
務
局
と
し
て
大
規
模
災
害
対
策
を

推
進
し
ま
す
。

○
原
子
力
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
安

全
確
保
に
関
し
、
企
画
、
審
議
及
び

決
定
す
る
機
関
で
あ
る
原
子
力
安
全

委
員
会
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
と
な

る
指
針
・
基
準
の
策
定
、
原
子
力
施

設
の
設
置
許
可
に
係
る
調
査
審
議
、

そ
の
後
の
規
制
状
況
の
調
査
、
原
子

力
災
害
時
の
技
術
的
助
言
な
ど
を
行

い
ま
す
。

（4）
沖
縄
対
策
、沖
縄
振
興
開
発
へ
の
取
組

○
沖
縄
対
策
、
沖
縄
の
振
興
開
発
に
つ

い
て
は
、
沖
縄
の
歴
史
的
、
地
理
的

な
条
件
や
米
軍
基
地
の
存
在
等
の
諸

事
情
を
踏
ま
え
、
総
合
的
、
一
体
的

に
推
進
し
ま
す
。
沖
縄
対
策
に
つ
い

て
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
・
返

還
と
そ
れ
に
係
る
地
域
の
振
興
の
着

実
な
実
現
に
取
り
組
み
ま
す
。
沖
縄

振
興
に
つ
い
て
は
、
振
興
開
発
計
画

の
推
進
、
事
業
予
算
の
一
括
計
上
等

を
行
う
ほ
か
、
現
行
の
振
興
開
発
計

画
の
期
限
後
の
振
興
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
ま
す
。

（5）
内
閣
総
理
大
臣
が
担
当
す
る
行
政
事

務
の
適
切
な
遂
行

○
北
方
領
土
問
題
の
解
決
促
進
に
つ
い

て
は
、
国
民
世
論
の
高
揚
を
図
る
た

め
、
各
種
民
間
団
体
な
ど
と
連
携
し

つ
つ
国
民
運
動
を
展
開
す
る
と
と
も

に
、
旅
券
・
査
証
な
し
で
の
北
方
四

島
交
流
、
元
島
民
な
ど
へ
の
援
護
施

策
を
推
進
し
ま
す
。

○
栄
典
制
度
に
つ
い
て
は
、
叙
勲
、
褒

章
及
び
叙
位
な
ど
が
あ
り
、
春
秋
の

叙
勲
・
褒
章
を
中
心
に
運
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
内
閣
府
で
は
、
こ
れ
ら
の
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栄
典
の
授
与
の
審
査
及
び
伝
達
に
係

る
事
務
の
ほ
か
、
栄
典
制
度
に
関
す

る
企
画
及
び
立
案
の
事
務
を
行
っ
て

い
ま
す
。

○
公
式
制
度
（
元
号
、
国
旗
、
国
歌
等
）

に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
重
要
事

項
の
調
査
審
議
・
立
案
を
行
う
と
と

も
に
、
国
民
の
祝
日
及
び
国
旗
・
国

歌
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発

を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

○
国
際
平
和
協
力
業
務
等
に
つ
い
て

は
、「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等

に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
い
て
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活

動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
及
び

国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
に
対
し
適

切
か
つ
迅
速
な
協
力
を
行
い
ま
す
。

（6）
政
府
と
国
民
を
結
ぶ
政
府
広
報
・
広

聴
活
動

政
府
広
報
・
広
聴
活
動
に
つ
い
て

は
、
政
府
の
重
要
施
策
を
適
時
適
切
に

国
民
に
周
知
す
る
た
め
に
、
様
々
な
媒

体
を
通
じ
た
広
報
活
動
を
行
う
と
と
も

に
、
政
府
に
対
す
る
国
民
の
意
見
や
要

望
を
把
握
し
、
国
政
に
反
映
さ
せ
る
た

め
の
広
聴
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

（7）
施
設
等
機
関

○
国
立
公
文
書
館
に
つ
い
て
は
、
歴
史

資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
を
保

存
し
、
一
般
の
利
用
に
供
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
調
査
研
究

等
を
行
う
機
関
で
す
。
な
お
、
平
成

十
三
年
四
月
か
ら
は
、
独
立
行
政
法

人
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

○
経
済
社
会
総
合
研
究
所
に
つ
い
て

は
、
内
閣
府
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し

て
、
経
済
活
動
・
社
会
活
動
に
か
か

わ
る
政
策
研
究
を
含
む
理
論
研
究
及

び
実
証
研
究
、
こ
れ
ら
研
究
の
基
礎

と
な
る
国
民
経
済
計
算
、
景
気
動
向

指
標
等
の
統
計
整
備
並
び
に
本
府
の

所
掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
い
ま

す
。

○
迎
賓
館
に
つ
い
て
は
、
国
賓
・
公
賓

等
を
接
遇
す
る
施
設
と
し
て
、
昭
和

四
十
九
年
四
月
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
施
設
の
機
能
は
、
歓
迎
行
事
、

宿
泊
、
会
談
・
会
議
、
晩
餐

ば
ん
さ
ん

、
和
風

会
食
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
平
成
十
二
年
十
一
月
ま
で
に
二

百
三
十
一
回
の
接
遇
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

今
後
の
課
題

内
閣
府
は
、
重
要
政
策
に
関
す
る
会

議
の
機
能
を
十
分
に
活
用
す
る
ほ
か
、

広
く
行
政
組
織
の
内
外
か
ら
人
材
を
登

用
し
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
と
い
う
新
た
な

機
能
を
十
全
に
発
揮
す
る
こ
と
に
よ

り
、
内
閣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
指
導

性
の
発
揮
を
補
佐
・
支
援
し
、
行
政
全

体
の
戦
略
性
・
総
合
性
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
担
当
す
る

こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
行
政
事
務
の
円
滑

な
処
理
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

金
融
庁

主
な
任
務
及
び
所
掌

金
融
庁
は
、
金
融
制
度
に
関
す
る
企

画
立
案
や
、
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
民

間
金
融
機
関
等
に
対
す
る
検
査
・
監
督

等
を
通
じ
て
、
我
が
国
の
金
融
の
機
能

の
安
定
を
確
保
し
、
預
金
者
、
保
険
契

約
者
、
有
価
証
券
の
投
資
者
等
の
保
護

を
図
る
と
と
も
に
金
融
の
円
滑
を
図
る

と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

中
央
省
庁
等
改
革
に
お
け
る

組
織
上
の
変
更
点

金
融
庁
は
、平
成
十
二
年
七
月
一
日
、

全
体
の
中
央
省
庁
再
編
に
先
行
し
て
、

金
融
再
生
委
員
会
に
置
か
れ
て
い
る
金

融
監
督
庁
を
改
組
し
て
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
金
融
庁
は
、
こ
れ
ま
で
金
融
監
督

庁
が
担
っ
て
き
た
民
間
金
融
機
関
等
の

検
査
・
監
督
及
び
証
券
取
引
等
の
監
視

と
い
っ
た
金
融
行
政
の
実
施
機
能
と
、

大
蔵
省
金
融
企
画
局
が
担
っ
て
き
た
金

融
制
度
の
企
画
立
案
機
能
を
統
合
し
て

設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

り
金
融
庁
は
、
金
融
行
政
を
一
貫
し
て

担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
中
央
省
庁
の
再
編
が
行
わ

れ
る
平
成
十
三
年
一
月
六
日
に
は
、
改

め
て
内
閣
府
の
外
局
と
し
て
設
置
さ
れ

る
と
と
も
に
、
金
融
再
生
委
員
会
の
廃

止
に
伴
い
、
金
融
再
生
委
員
会
が
担
っ

て
き
た
破
綻

は
た
ん

処
理
等
の
事
務
を
引
き
継

ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
内

閣
機
能
強
化
の
観
点
か
ら
新
設
さ
れ
た

（F
in
a
n
c
ia
l
S
e
rv
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e
s

A
g
e
n
c
y

）
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特
命
担
当
大
臣
が
、
金
融
庁
所
管
事
項

に
つ
い
て
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。組

織
統
合
の
メ
リ
ッ
ト

金
融
庁
は
、
前
記
の
役
割
を
果
た
す

た
め
、
金
融
制
度
の
企
画
立
案
機
能
か

ら
検
査
・
監
督
・
監
視
の
実
施
機
能
ま

で
を
一
貫
し
て
担
う
と
と
も
に
、銀
行
、

保
険
、
証
券
等
の
分
野
を
横
断
的
に
所

管
し
て
い
ま
す
。

こ
の
体
制
は
、
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ

ッ
ト
や
複
合
的
な
金
融
商
品
の
出
現
に

対
応
し
て
、
金
融
行
政
当
局
が
銀
行
、

保
険
、
証
券
等
の
各
分
野
を
一
体
と
し

て
、
効
果
的
な
制
度
整
備
、
検
査
・
監
督

を
行
う
と
い
う
国
際
的
な
潮
流
（
い
わ

ゆ
るIntegrated

R
egulator

）
に
沿
っ
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
金
融
を
取
り
巻

く
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
て
、

機
動
的
か
つ
整
合
的
な
政
策
の
遂
行
を

行
う
た
め
の
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。

金
融
庁
の
内
部
部
局
等
の
編
成
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
金
融
庁
の
特
徴

を
生
か
す
と
と
も
に
、
市
場
規
律
と
自

己
責
任
原
則
を
基
軸
と
し
た
、
明
確
な

ル
ー
ル
に
基
づ
く
透
明
か
つ
公
正
な
金

融
行
政
の
徹
底
に
努
め
て
い
く
と
の
観

点
か
ら
、
企
画
・
検
査
・
監
督
・
監
視

と
い
っ
た
機
能
別
の
組
織
編
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
官
房
機
能

及
び
企
画
立
案
機
能
を
果
た
す
総
務
企

画
局
を
設
置
し
、
こ
れ
を
検
査
局
、
監

督
局
及
び
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
と

並
立
さ
せ
、
検
査
・
監
督
・
監
視
の
三

機
能
と
企
画
立
案
機
能
を
異
な
る
部
局

で
担
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
切
な

緊
張
関
係
を
確
保
す
る
組
織
編
成
と
な

っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
監
視
機
能
を
担
う
証
券
取
引

等
監
視
委
員
会
に
は
、
職
権
行
使
の
独

立
性
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

金
融
庁
の
今
後
の
課
題

我
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
、
金
融

再
生
法
に
基
づ
く
破
綻
金
融
機
関
の
迅

速
な
処
理
や
早
期
健
全
化
法
に
基
づ
く

公
的
資
本
増
強
の
実
施
な
ど
に
加
え
、

金
融
機
関
に
対
す
る
厳
正
な
検
査
・
監

督
等
に
よ
り
、
不
良
債
権
の
処
理
や
金

融
機
関
の
再
編
等
も
進
ん
で
き
て
い
る

こ
と
か
ら
、
一
時
期
と
比
較
し
て
確
実

に
安
定
性
を
取
り
戻
し
て
き
て
い
ま
す

が
、
平
成
十
四
年
四
月
の
ペ
イ
オ
フ
解

禁
を
控
え
、
さ
ら
に
揺
る
ぎ
の
な
い
金

融
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

ま
た
、
我
が
国
の
経
済
の
再
生
と
新

た
な
飛
躍
の
た
め
に
、
経
済
活
動
の
基

盤
を
な
す
金
融
シ
ス
テ
ム
が
国
民
経
済

の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
、
競
争
を
促

進
し
、
活
力
あ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
図
る
と
と
も
に
、
健
全
な
中
小
企

業
や
次
代
を
担
う
新
規
産
業
等
に
対
し

て
必
要
な
資
金
供
給
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

さ
ら
に
、
金
融
技
術
や
情
報
通
信
技

術
の
発
達
、
金
融
・
経
済
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
進
展
な
ど
に
伴
い
、
業
態
間
の

垣
根
を
超
え
た
多
様
な
金
融
商
品
・
サ

ー
ビ
ス
の
開
発
が
急
速
に
進
ん
で
い
る

ほ
か
、
大
量
の
資
金
が
よ
り
利
便
性
の

高
い
金
融
市
場
を
目
指
し
国
境
を
超
え

て
移
動
し
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
今
後

ま
す
ま
す
加
速
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
展
望
を
踏
ま
え
、

利
用
者
に
と
っ
て
一
層
利
便
性
が
高

く
、
国
際
的
に
も
重
要
か
つ
安
定
的
な

地
位
を
保
持
し
、
新
世
紀
を
リ
ー
ド
す

る
金
融
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

金
融
庁
は
、
昨
年
七
月
の
金
融
庁
発

足
に
際
し
て
発
表
さ
れ
た
長
官
談
話
で

示
さ
れ
た
、「
行
政
の
運
営
に
当
た
る

理
念
と
六
つ
の
基
本
的
考
え
方
」
―
―

①
安
定
的
で
活
力
あ
る
金
融
シ
ス
テ
ム

の
構
築
、
②
時
代
を
リ
ー
ド
す
る
金
融

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、
③
利
用
者
保
護
に

配
慮
し
た
金
融
の
ル
ー
ル
の
整
備
と
適

切
な
運
用
、
④
明
確
な
ル
ー
ル
に
基
づ

く
透
明
か
つ
公
正
な
金
融
行
政
の
徹
底

（
市
場
規
律
と
自
己
責
任
の
原
則
）、
⑤
金

融
行
政
の
専
門
性
・
先
見
性
の
向
上
と

体
制
の
整
備
、
⑥
外
国
金
融
監
督
当
局

と
の
連
携
強
化
と
国
際
的
な
ル
ー
ル
策

定
へ
の
積
極
的
な
貢
献
―
―
に
基
づ
い

て
活
動
し
て
き
ま
し
た
。

金
融
庁
と
し
て
は
、
金
融
再
生
委
員

会
の
機
能
を
継
承
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム

全
体
に
対
し
一
元
的
に
責
任
を
持
つ
体

制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ

の
長
官
談
話
で
示
さ
れ
た
考
え
方
に
基

づ
い
て
、
引
き
続
き
安
定
的
で
活
力
あ

る
金
融
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
市
場
規

律
と
自
己
責
任
原
則
を
基
軸
と
し
た
、

明
確
な
ル
ー
ル
に
基
づ
く
透
明
か
つ
公

正
な
行
政
を
遂
行
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
ま
で
金
融
再
生
委
員
会
が
積
み
重
ね

て
き
た
実
績
や
方
針
を
引
き
継
ぎ
、
我

が
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
と
再
生
に

全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
く
考
え

で
す
。

（
内
閣
府
）
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